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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２５年４月１４日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県奄美大
あまみおお

島西方沖 

 鹿児島県瀬戸内
せ と う ち

町所在の曽津高
そ つ こ う

埼灯台から真方位２８５°１４５海

里付近 

（概位 北緯２８°５２.８′ 東経１２６°２９.７′） 

事故調査の経過 平成２５年５月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十三昭
しょう

徳
とく

丸、３３８トン  

ＮＳ１－１０７８（漁船登録番号）、昭徳水産株式会社 

６２.１４ｍ×８.９０ｍ×４.４０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１４０.０kＷ、平成３年３月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年２月１３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月１４日 

免状有効期間満了日 平成２８年２月１２日 

機関長 男性 ４４歳 

五級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 平成４年７月２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年６月５日 

免状有効期間満了日 平成２９年７月１日 

一等航海士 男性 ４６歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１９年１２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１０月１日 

免状有効期間満了日 平成２９年１２月５日 

二等航海士 男性 ５５歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５５年１０月２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１９日 



- 2 - 

免状有効期間満了日 平成２７年９月５日 

甲板員Ａ 男性 ３２歳 

 死傷者等 重傷 １人（二等航海士）、軽傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、機関長、一等航海士、二等航海士及び甲板員Ａほか

３人が乗り組み、平成２５年４月１４日０９時００分ごろ、奄美大島

西方沖において、船団が休息待機するので、投錨作業を開始した。 

本船は、船首甲板左舷船尾寄りのウィンドラスの延長線上の船首ブ

ルワーク上には、鋼製枠及び駆動部から成るアンカースライダーと呼

称する錨を持ち上げて前方に滑らせる装置（以下「錨起倒装置」とい

う。）を装備していたが、本事故当時、錨起倒装置が駆動部の損傷で

使えない状況であり、投錨する際、錨をロープ等で前方に引き出す作

業（以下「錨巻出し作業」という。）を行っていた。 

錨巻出し作業は、玉掛け用ワイヤロープ（以下「ワイヤ」とい

う。）を２つ折りにし、化学繊維ロープ（以下「ロープ」という。）と

結び、錨起倒装置の先端近くに溶接付けされた持ち手枠を介し、ワイ

ヤを錨リング部の突起部に掛け、ロープ他端を船首甲板中央のボラー

ドの右越しにし、同甲板の右舷船尾寄りのキャプスタンに導き、キャ

プスタンで巻いて行われた。（下図参照） 

 

錨起倒装置周辺説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、一等航海士が船橋で操船を行い、二等航海士が、外径２２

mm、長さ約２０ｍのロープに外径９mm、長さ約４ｍのワイヤを結び、

ワイヤを錨の突起部に掛けた後、キャプスタンの操作を、甲板員Ａ

が、二等航海士の船首側で、キャプスタンの左舷側に立ってロープ繰

りを、機関長が、船首甲板左舷船尾方に設置のウィンドラスに就いて

ブレーキ操作をそれぞれ担当し、錨巻出し作業を開始した。（下図参

照） 

突起部 ワイヤ 

持ち手枠 

ロープ 

キャプスタン 

ロープ巻取り方向 
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投錨作業関連機器等の配置説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関長は、ウィンドラスのクラッチを外していたものの、ブレーキ

操作を行う前の段階であり、錨のチェーンが緩んでいる状態であった

が、０９時３０分ごろ、二等航海士が、キャプスタンを操作してロー

プを巻き、錨が約５cm 前方に動いた瞬間、ワイヤがアイの鉛塊付近

で切断し、鉛塊２個及びワイヤの切れ端が、ロープの先端に巻き付い

た状態でキャプスタンに向かって飛び、甲板員Ａの左大腿
たい

部をかす

り、更に二等航海士の腹部及び左腕に当たり、２人が負傷した。 

一等航海士は、船橋から、二等航海士がキャプスタンのところから

後ずさりして甲板上に倒れたところを目撃したので、船内非常招集ブ

ザーを数回鳴らして全員を招集した。 

船長は、船内非常招集ブザーの音を聞いて船橋に向かい、一等航海

士から報告を受け、すぐに１１８番で救助を求め、海上保安庁の航空

機に続いて巡視船が来援し、二等航海士は、１６時２５分ごろドクタ

ーヘリに揚収されて奄美大島に向かい、ヘリポートから救急車で病院

に搬送された。 

甲板員Ａは、左大腿部打撲のみの軽傷であったが、二等航海士は、

外傷性小腸穿
せん

孔、腹部打撲及び左肘打撲傷と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 本船は、錨起倒装置が新造時から装備されていたが、錨起倒装置が

装備されていなかった船では、錨巻出し作業を行って投錨していたの

で、本船で錨起倒装置が故障した際、すぐに錨巻出し作業を行い、投

錨することができた。 

本船は、平成２５年４月５日に台風避難で奄美大島沖に錨泊した

際、錨起倒装置が、駆動部の損傷により、使用できなくなったことか

ら、投錨のために錨巻出し作業を行うようになり、本事故当日が錨巻
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出し作業を伴う２回目の投錨であった。 

 錨巻出し作業を伴う投錨は、錨の落下速度等を調整するウィンドラ

スのブレーキ操作が最も重要であり、本船では、船長、一等航海士、

二等航海士及び機関長が、同操作に慣れていたので、ほかのキャプス

タンの操作等を含め、担当が決められてはおらず、その都度、手が空

いている４人の乗組員で行うようにしていた。 

 ワイヤは、キャプスタンで巻き始めた際、アイの２個の鉛塊が持ち

手枠に当たり、同鉛塊の付根付近で鋭角に折れ曲がった状態であっ

た。 

 船長は、船団が網船、灯船及び運搬船の全船で魚群探索を行ってい

たところ、当時、病気で下船していた通信士に代わり、本事故発生の

前日夕方から、一晩中、ソナー操作による魚群探索を行いながら、４

時間交替の船橋当直にも従事していた。 

船長は、本事故当日の０９時００分ごろ実施される船団の全船が休

息待機するための投錨作業が、経験豊富な機関長、一等航海士及び二

等航海士に加え、甲板員Ａの４人で行われることを知っていたので、

０７時００分ごろ昇橋してきた一等航海士に対し、自分がいなくても

大丈夫と思い、自室で休息をとっている旨を伝え、船橋当直を交替し

た。 

船長は、本船の安全担当者であり、ふだん、怪我
け が

をしないよう、乗

組員に注意を与えていた。 

本船は、平成２５年４月２２日に造船所へ入渠
にゅうきょ

した際、錨起倒装

置を修理した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、奄美大島西方沖において、投錨しようとして錨巻出し作業

中、ワイヤとつながれたロープをキャプスタンで巻いたところ、ワイ

ヤが鉛塊付近で切断したことから、鉛塊２個及びワイヤの切れ端が、

ロープの先端に巻き付いた状態でキャプスタンに向かって飛び、キャ

プスタン付近で同作業に従事していた乗組員２人の身体に当たり、負

傷したものと考えられる。 

 ワイヤは、持ち手枠に当たっていたアイの鉛塊付根付近で鋭角に折

れ曲がった状態で引かれたことから、応力が集中し、付根付近で切断

したものと考えられる。 

 船長は、投錨作業が、経験豊富な機関長、一等航海士及び二等航海

士に甲板員Ａが加わった４人で行われることを知っていたので、自分

がいなくても大丈夫と思い、魚群探索を一晩中行っていたことから、

自室で休息をとることにしたものと考えられる。 
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原因  本事故は、本船が、奄美大島西方沖において、投錨しようとして錨

巻出し作業中、ワイヤとつながれたロープをキャプスタンで巻いたと

ころ、ワイヤが鉛塊付近で切断したため、キャプスタン付近で同作業

に従事していた乗組員が、鉛塊２個及びワイヤの切れ端が、ロープの

先端に巻き付いた状態でキャプスタンに向かって飛び、キャプスタン

付近で同作業に従事していた乗組員の身体に当たったことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ロープ類は、鋭角に引かないように工夫すること。 

・力の掛かっているロープ類は、切断する虞があるので、ロープ類

及び支点となるボラード等で形成される区画の中に立たないよう

にすること。 

 


